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株
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会
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オ
ル
ツ
へ
の
政
府
支
出
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

報
道
に
よ
れ
ば
、
Ａ
Ｉ
技
術
を
開
発
・
提
供
す
る
株
式
会
社
オ
ル
ツ
（
以
下
「
オ
ル
ツ
社
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
会
計

処
理
等
に
関
す
る
不
正
の
疑
い
が
指
摘
さ
れ
、
元
代
表
取
締
役
社
長
ら
が
逮
捕
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。
ま

た
、
同
社
の
元
幹
部
が
内
部
告
発
を
行
い
、
売
上
の
過
大
計
上
や
循
環
取
引
等
に
関
す
る
具
体
的
証
言
を
提
出
し
た
旨
も
報
じ

ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
オ
ル
ツ
社
に
お
い
て
、
過
去
の
決
算
で
計
上
さ
れ
た
売
上
高
の
最
大
九
割
が
過
大
計
上
で
あ
っ
た
と

も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 

 

こ
れ
ら
の
報
道
を
総
合
す
れ
ば
、
同
社
の
財
務
状
況
に
お
い
て
政
府
や
公
的
機
関
か
ら
の
契
約
・
支
出
が
占
め
る
割
合
は
相

当
程
度
に
上
る
可
能
性
が
高
く
、
政
府
に
よ
る
Ａ
Ｉ
関
連
企
業
へ
の
支
援
決
定
の
判
断
過
程
そ
の
も
の
の
制
度
的
な
瑕
疵
に
つ

い
て
検
討
す
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。 

 

も
っ
と
も
、
刑
事
手
続
が
進
行
中
で
あ
る
以
上
、
推
定
無
罪
の
原
則
を
尊
重
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本

質
問
主
意
書
は
、
政
府
が
オ
ル
ツ
社
又
は
そ
の
関
連
会
社
に
対
し
て
行
っ
た
、
も
し
く
は
関
与
し
た
と
さ
れ
る
公
的
支
出
の
全

体
像
を
確
認
し
、
国
民
へ
の
説
明
責
任
を
果
た
す
た
め
に
提
出
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 

以
上
を
踏
ま
え
、
政
府
に
質
問
す
る
。 



 

２ 

 

一 

政
府
に
よ
る
支
出
・
補
助
・
採
択
・
委
託
等
の
全
体
像
に
つ
い
て 

 

１ 
政
府
又
は
そ
の
所
管
法
人
・
独
立
行
政
法
人
等
が
、
オ
ル
ツ
社
又
は
そ
の
関
連
会
社
に
対
し
て
、
研
究
開
発
支
援
、
補

助
金
、
助
成
金
、
委
託
契
約
、
採
択
事
業
、
実
証
実
験
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
公
的
支
出
を
行
っ
た
事
例
が
あ
れ
ば
、
そ

の
制
度
名
、
所
管
官
庁
、
支
出
の
目
的
、
審
査
基
準
、
実
施
時
期
、
金
額
及
び
支
出
根
拠
な
ど
を
可
能
な
限
り
示
さ
れ
た

い
。 

 

２ 

前
記
支
出
に
関
し
、
政
府
と
し
て
現
時
点
で
不
適
切
な
経
理
処
理
・
契
約
上
の
問
題
を
把
握
し
て
い
る
か
。 

二 

政
府
機
関
に
お
け
る
「
Ａ
Ｉ 
Ｇ
Ｉ
Ｊ
Ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｋ
Ｕ
」
導
入
の
実
態
に
つ
い
て 

 

１ 

オ
ル
ツ
社
の
提
供
す
る
「
Ａ
Ｉ 

Ｇ
Ｉ
Ｊ
Ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｋ
Ｕ
」
が
、
中
央
省
庁
、
独
立
行
政
法
人
又
は
地
方
公
共
団
体
に
お
い

て
導
入
さ
れ
て
い
る
か
。
導
入
済
み
の
各
機
関
の
名
称
、
導
入
年
度
、
契
約
形
態
（
随
意
契
約
・
入
札
等
）
、
契
約
金
額

を
そ
れ
ぞ
れ
可
能
な
限
り
示
さ
れ
た
い
。 

 

２ 

導
入
の
目
的
及
び
運
用
範
囲
（
庁
内
会
議
・
審
議
会
・
政
策
形
成
会
議
・
委
託
会
議
等
）
を
具
体
的
に
説
明
さ
れ
た

い
。 

 

３ 

「
Ａ
Ｉ 

Ｇ
Ｉ
Ｊ
Ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｋ
Ｕ
」
を
導
入
し
た
経
緯
に
お
い
て
、
他
社
製
品
と
の
比
較
検
討
を
行
っ
た
か
。
行
っ
て
い
な



 

３ 

 

い
場
合
、
そ
の
理
由
を
示
さ
れ
た
い
。 

 

４ 
導
入
後
に
、
技
術
的
な
ト
ラ
ブ
ル
が
報
告
さ
れ
た
事
例
が
あ
る
か
。 

 

５ 

政
府
と
し
て
、
「
Ａ
Ｉ 

Ｇ
Ｉ
Ｊ
Ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｋ
Ｕ
」
の
導
入
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
効
果
や
コ
ス
ト
削
減
効
果
な
ど
を
検
証
し

て
い
る
か
。
検
証
し
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
検
証
結
果
を
公
表
す
る
意
思
が
あ
る
か
。 

三 

生
成
Ａ
Ｉ
開
発
支
援
事
業
に
よ
る
支
援
・
補
助
と
の
関
係
に
つ
い
て 

 

１ 

オ
ル
ツ
社
が
経
済
産
業
省
及
び
国
立
研
究
開
発
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
（
Ｎ
Ｅ
Ｄ
Ｏ
）
の
実

施
す
る
生
成
Ａ
Ｉ
開
発
支
援
事
業
（
Ｇ
Ｅ
Ｎ
Ｉ
Ａ
Ｃ
）
等
に
採
択
さ
れ
た
経
緯
及
び
支
援
内
容
を
そ
れ
ぞ
れ
可
能
な
限
り

示
さ
れ
た
い
。 

 

２ 

同
事
業
に
お
け
る
支
援
金
額
又
は
提
供
リ
ソ
ー
ス
（
計
算
資
源
等
）
の
詳
細
、
及
び
そ
の
成
果
報
告
書
の
提
出
状
況
を

可
能
な
限
り
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

四 

支
出
に
対
す
る
監
査
・
審
査
体
制
の
適
正
性
に
つ
い
て 

 

１ 

Ａ
Ｉ
関
連
事
業
を
含
む
公
的
支
出
の
審
査
に
お
い
て
、
政
府
は
企
業
の
会
計
の
健
全
性
・
内
部
統
制
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
を

ど
の
よ
う
に
確
認
し
て
い
る
か
。 



 

４ 

 

 
２ 

今
般
の
オ
ル
ツ
社
に
関
す
る
逮
捕
・
内
部
告
発
を
踏
ま
え
、
支
出
決
定
前
後
の
監
査
プ
ロ
セ
ス
に
不
備
が
な
か
っ
た

か
、
点
検
を
行
う
考
え
が
あ
る
か
。 

 

３ 

今
後
、
Ａ
Ｉ
分
野
の
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
へ
の
公
的
支
出
に
あ
た
り
、
外
部
監
査
・
再
発
防
止
措
置
等
を
制
度
的
に
強
化

す
る
必
要
は
な
い
か
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

五 

政
府
主
催
会
合
・
広
報
活
動
等
に
お
け
る
オ
ル
ツ
社
の
出
席
状
況
に
つ
い
て 

 

１ 

オ
ル
ツ
社
又
は
同
社
関
係
者
が
、
政
府
主
催
又
は
共
催
の
会
議
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
説
明
会
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
等
に
お
い

て
発
表
・
登
壇
・
説
明
を
行
っ
た
事
例
が
あ
る
か
。
あ
る
場
合
は
、
開
催
年
月
日
、
会
議
名
、
主
催
機
関
、
出
席
者
及
び

発
表
内
容
を
可
能
な
限
り
明
示
さ
れ
た
い
。 

 

２ 

こ
う
し
た
機
会
が
企
業
の
宣
伝
や
政
策
的
影
響
力
の
獲
得
に
利
用
さ
れ
な
い
よ
う
、
政
府
と
し
て
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
設

け
て
い
る
か
。 

六 

過
去
十
年
間
に
お
け
る
政
務
三
役
と
オ
ル
ツ
社
関
係
者
と
の
公
務
上
の
接
触
に
つ
い
て 

 
 

過
去
十
年
間
に
お
い
て
、
現
職
及
び
当
時
在
任
し
て
い
た
歴
代
の
大
臣
、
副
大
臣
及
び
大
臣
政
務
官
が
、
公
務
と
し
て
オ

ル
ツ
社
又
は
同
社
関
係
者
と
面
会
、
意
見
交
換
、
行
事
参
加
、
会
議
出
席
等
を
行
っ
た
事
実
が
あ
る
か
。
あ
る
場
合
に
は
、



 

５ 

 

そ
の
年
月
日
、
会
合
名
、
出
席
者
及
び
目
的
を
可
能
な
限
り
示
さ
れ
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


